
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　訓

　令 

○
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令             

四
六
四 

　告

　示 

○
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
件                                         

四
六
五 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

四
六
五 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件                                                                     

四
六
五 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件                                       

四
六
六 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                             

四
六
六 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件                                         

四
六
六 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

四
六
七 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件                     

四
六
七 

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件                             

四
六
八 

　公

　告 

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件                       

四
六
八 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件                                                   
四
六
九 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             
四
六
九 

　福
島
県
企
業
局 

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                 

四
七
一 

　福
島
県
病
院
局 

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                 

四
七
六 

　福
島
県
公
安
委
員
会 

○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
規
定
に
よ
り
医
師
を
指
定
し
た
件                       

四
七
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

訓

　
　令 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

 

福
島
県
訓
令
第
十
三
号 

本

　庁

　機

　関

　

 

出

　先

　機

　関

　

 

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改

　正

　後

改

　正

　前

別
表
（
第
三
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 

別
表
（
第
三
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 
 

 

（
仮
称
）

西
白
河
郡

（
仮
称
）

 

福
島
県
立

西
白
河
郡

福
島
県
立

 

ふ
く
し
ま

矢
吹
町
一

ふ
く
し
ま

 

ふ
く
し
ま

矢
吹
町
滝

ふ
く
し
ま

 

農
業
人
材

本
木
四
四

農
業
人
材

 

医
療
セ
ン

八
幡
一
〇

医
療
セ
ン

 

育
成
セ
ン

六
番
地
一

育
成
セ
ン

 

タ
ー
こ
こ

〇
番
地
（
ふ

タ
ー
こ
こ

 

タ
ー
整
備

（
農
業
総

タ
ー
整
備

 

ろ
の
杜
整

く
し
ま
医

ろ
の
杜
整

 

工
事
の
監

合
セ
ン
タ
ー

工
事
の
監

 

備
工
事
の

療
セ
ン
タ
ー

備
工
事
の

 

理
に
関
す

農
業
短
期

理
に
関
す

 

監
理
に
関

こ
こ
ろ
の

監
理
に
関

る
業
務
に

大
学
校
）

る
こ
と
。

す
る
業
務

杜
）

　
　

 

す
る
こ
と
。 

従
事
す
る

に
従
事
す

職
員

　
　

る
職
員

　

附

　則 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
行
政
経
営
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
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福
島
県
告
示
第
六
百
号 

　令
和
五
年
台
風
第
十
三
号
に
伴
う
大
雨
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
次
に
掲
げ
る
地
域
に
つ
い
て
、
令

和
五
年
九
月
八
日
か
ら
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

地
域 　い

わ
き
市
及
び
南
相
馬
市 

（
災
害
対
策
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
九
月
二

十
九
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
相
馬
市
商
工
観
光
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ヴ
ィ
ア
フ
レ
ス
コ

　福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
北
原
字
本
屋
敷
百
八
十
六
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
キ
ク
チ 

代
表
取
締
役
社
長

　菊
地

　逸
夫 

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
宇
多
川
町
十
七
番
地 

（
変
更
後
）
フ
レ
ス
コ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役

　菊
地

　盛
夫 

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
宇
多
川
町
十
七
番
地 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
（
小

売
業
を
行
う
者
の
名
称
の
変
更

　一
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
変
更

　三
件
、
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所
の
変
更

　四
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
退
店

　一
件
、
小
売
業
を
行
う
者
の
入

店

　三
件
） 

三

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
九
月
十
一
日 

四

　届
出
を
し
た
者 

フ
レ
ス
コ
株
式
会
社 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
二
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
九
月
二

十
九
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
南
相
馬
市
商
工
観
光
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

ヴ
ィ
ア
フ
レ
ス
コ

　福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
北
原
字
本
屋
敷
百
八
十
六
ほ
か 

二

　変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計 

（
変
更
前
）
八
千
六
百
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
九
千
七
百
九
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル 

２

　駐
車
場
の
収
容
台
数 

（
変
更
前
）

　六
百
三
十
台 

（
変
更
後
）

　七
百
四
十
九
台 

３

　駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　収
容
台
数

　二
百
三
十
台 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　収
容
台
数

　二
百
六
十
四
台 

４

　荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　二
百
六
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　三
百
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

５

　廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

（
変
更
前
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　九
十
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

（
変
更
後
）
㈠

　位
置

　別
紙
図
面
の
と
お
り 

㈡

　面
積

　百
十
六
立
方
メ
ー
ト
ル 

６

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

（
変
更
前
）
午
前
十
時 

（
変
更
後
）
午
前
九
時 

三

　変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

１
、
２
、
３
、
４
及
び
５

　令
和
六
年
五
月
十
二
日 

６

　令
和
五
年
九
月
十
二
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
九
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 
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フ
レ
ス
コ
株
式
会
社 

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
中

央
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
五
年
九
月
八
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
月
二
十

日
認
可
し
た
。 

　
　令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
流
字
豊
山
八
七
の
二
四
か
ら
八
七
の
二
七
ま
で
、
一
〇
〇
の
二
、
一
〇
〇

の
三
、
一
〇
一
の
一
、
一
七
七
か
ら
一
七
九
ま
で
、
一
八
〇
の
一
、
一
八
〇
の
二
、
一
八
一
、
一
八

二 

二

　指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
棚
倉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
棚
倉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。 

　
　令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
下
大
越
字
北
萱
野
八
六
か
ら
八
八
ま
で
、
一
二
七
の
一
、
一
二
七
の
二
、
一
二
八

の
一
、
一
二
九
の
一
、
一
三
〇
の
一
、
一
三
一
の
一
、
一
三
二 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
藤
間
字
鯨
三
〇
の
二
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
二
の
二
か
ら
三
二
の
四
ま
で
、

五
七 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
藤
間
字
北
谷
地
一
〇
六
の
七
か
ら
一
〇
六
の
一
一
ま
で
、
一
〇
六
の
二
六 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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四
１

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
三
和
町
中
寺
字
関
所
五
五
の
一
、
五
五
の
三
、
五
五
の
四
、
字
館
下
九
四
、
一
四
四
、

一
四
七
、
一
七
二
か
ら
一
七
四
ま
で
、
一
七
五
の
一
二
か
ら
一
七
五
の
一
七
ま
で
、
一
七
五
の
二

八
、
一
七
五
の
五
七
、
一
七
五
の
六
〇
、
一
七
五
の
六
二
、
一
七
五
の
六
四 

２

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

公
衆
の
保
健 

３

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
塙
町
大
字
塙
字

変
更
前

　

 

　
　
　九
・
六
～ 

　
　一
八
一
・
二 

一
一
八
号

末
広
町
一
二
八
番
二
地
先

　
　
　二
四
・
二

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　郡
同
町
大
字
塙
字

変
更
後

　

 

　
　一
三
・
一
～ 

　
　一
八
一
・
二 

松
岡
一
七
三
番
七
地
先
ま

　
　
　三
二
・
五

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
船
引

田
村
市
滝
根
町
広
瀬
字
仲

変
更
前

　

 

　
　一
一
・
九
～ 

　
　二
六
九
・
〇 

大
越
小
野

寺
二
一
六
番
二
地
先
か
ら

　
　
　一
七
・
二

線

　
　
　
同

　市
滝
根
町
広
瀬
字
幡

門
場
七
八
番
地
先
ま
で

　

 

変
更
後

　

 

　
　一
三
・
五
～ 

　
　二
六
九
・
〇 

　
　
　一
八
・
〇

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
八
号 

　土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲 

 

現
象
の
種
類

　
　

  

南
沢
川

　
　
双
葉
郡
広
野
町
大
字
折
木
字
南
沢

　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

日
向

　
　
　
同

　郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
日
向

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

片
倉

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
上
手
岡
字
片
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
浜
Ｂ

　
　
同

　郡
同

　町
小
浜

　
　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊
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岩
井
戸
Ｂ

　
同

　郡
同

　町
大
字
上
郡
山
字
岩
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　
　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

 

現
象
の
種
類

　
　

 

る
と
想
定
さ
れ
る

 

衝
撃

　
　
　
　
　  

南
沢
川

　
　
双
葉
郡
広
野
町
大
字
折
木
字
南
沢

　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り

日
向

　
　
　
同

　郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
日
向

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

片
倉

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
上
手
岡
字
片
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
浜
Ｂ

　
　
同

　郡
同

　町
小
浜

　
　
　
　
　
　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
井
戸
Ｂ

　
同

　郡
同

　町
大
字
上
郡
山
字
岩
井

急
傾
斜
地
の
崩
壊

戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

（
砂

　防

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
九
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
五
年
九
月
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称 

及
び
所
在
地 

株
式
会
社
日
和

　郡
山
市
日
和
田
町
字

　令
和
五
年
九
月
二
二
日
か
ら

　
　
　は
ん
こ
屋
さ
ん
二
一
新

田
中
村
屋

　
　
　日
和
田
七
五
番
地

　
　令
和
一
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　さ
く
ら
通
り
店 

郡
山
市
島
二
丁
目
三
八

番
一
五
号 

は
ん
こ
屋
さ
ん
二
一
郡

山
フ
ェ
ス
タ
店 

郡
山
市
日
和
田
町
字
原

一
三
番
地
の
八
（
Ｆ
Ｅ

Ｓ
Ｔ
Ａ

　Ｖ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ａ

Ｇ
Ｅ
内
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
百
八
十
六
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
江
町
か
ら
浪

江
都
市
計
画
研
究
施
設
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

（
都
市
計
画
課
） 
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公 告 第 １ ８ ７ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
可 搬 型 モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト   ５ 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
富 士 電 機 株 式 会 社   神 奈 川 県 川 崎 市 川 崎 区 田 辺 新 田 １ 番 １ 号  

５   落 札 金 額  
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ５ 年 ６ 月 20 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  
                       
公 告 第 １ ８ ８ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
ア ラ ー ム 付 電 子 式 個 人 線 量 計   1 , 1 0 0 台  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
株 式 会 社 東 栄 科 学 産 業   宮 城 県 仙 台 市 太 白 区 富 沢 四 丁 目 ８ 番 29 号  

５   落 札 金 額  
3 0 , 7 2 1 , 9 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ５ 年 ６ 月 27 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  
                       
公 告 第 １ ８ ９ 号  

Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と
お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
ゲ ル マ ニ ウ ム 半 導 体 検 出 装 置 Ⅱ   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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福
島
県
企
業
局 

　
　
　
　
　
　
　

 
                                    

令 和 ５ 年 ７ 月 24 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

ミ リ オ ン テ ク ノ ロ ジ ー ズ ・ キ ャ ン ベ ラ 株 式 会 社   東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 四 丁 目 19 番 ８
号 浅 草 橋 ビ ル  

５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
2 1 , 4 9 4 , 0 0 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
随 意 契 約  

７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 ２ 号 該 当  

（ 入 札 用 度 課 ）  

第421号令和 5年 9月29日　金曜日 福 島 県 報470



福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  
令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  

福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ６ 号  

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  
福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 （ 昭 和 44 年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  
第 27 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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県
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附   則  
  こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
                                                                （ 企 業 総 務 課 ）  
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福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  
令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   阿   部   正   文    
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ８ 号  

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  
福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  
様 式 第 37 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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附   則  
こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

                                                                （ 病 院 経 営 課 ）  
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ０ １ 号  
  銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 ４ 条 の ３ 第 ２ 項 等 の 規 定 に よ る 医 師 の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 平
成 21年 福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 医 師 を 指 定 し た 。  
  な お 、 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 の 規 定 に よ り 医 師 を 指 定 し た 件 （ 平 成 29 年 福 島 県 公 安
委 員 会 告 示 第 67 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  
                                      福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一  
１   指 定 し た 医 師 の 氏 名 、 そ の 者 が 勤 務 す る 病 院 等 の 名 称 及 び 所 在 地 並 び に 診 断 の 対 象

者  

医 師 の 氏 名 病 院 等 の 名 称 病 院 等 の 所 在 地 診 断 の 対 象 者

矢 部   博 興  公 立 大 学 法 人 福 島 県  福 島 県 福 島 市 光 が 丘  銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取  
立 医 科 大 学 附 属 病 院  １ 番 地              締 法 （ 昭 和 33 年 法 律  

 第 ６ 号 ） 第 ５ 条 第 １  
項 第 ３ 号 の 政 令 で 定  
め る 病 気 （ 銃 砲 刀 剣  
類 所 持 等 取 締 法 施 行  
令 （ 昭 和 33 年 政 令 第  

寺 山   賢 次  社 会 医 療 法 人 一 陽 会  福 島 県 福 島 市 八 島 町  33 号 ） 第 ８ 条 第 ３ 号  
一 陽 会 病 院          15 番 27 号            に 掲 げ る 病 気 を 除  

く 。 ） に か か っ て い  
る 者 並 び に 同 法 第 ５  
条 第 １ 項 第 ４ 号 及 び  
第 ５ 号 に 掲 げ る 者  

丹 羽   真 一  公 立 大 学 法 人 福 島 県  福 島 県 会 津 若 松 市 河  銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取  
立 医 科 大 学 会 津 医 療  東 町 谷 沢 字 前 田 21 番  締 法 施 行 令 第 ８ 条 第  
セ ン タ ー 附 属 病 院   地 ２               ３ 号 に 掲 げ る 病 気 に  

か か っ て い る 者      
吉 原   章 王  一 般 財 団 法 人 大 原 記  福 島 県 福 島 市 上 町 ６  

念 財 団 大 原 綜 合 病 院 番 １ 号            

小 林   直 人  医 療 法 人 湖 山 荘 あ ず  福 島 県 福 島 市 栄 町 １  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９  
ま 通 り ク リ ニ ッ ク   番 28 号             年 法 律 第 123号 ） 第 ５  

条 の ２ 第 １ 項 に 規 定  
川 勝   忍    公 立 大 学 法 人 福 島 県  福 島 県 会 津 若 松 市 河  す る 認 知 症 で あ る 者  

立 医 科 大 学 会 津 医 療  東 町 谷 沢 字 前 田 21 番   
セ ン タ ー 附 属 病 院   地 ２                

 
田 子   久 夫  公 益 財 団 法 人 磐 城 済  福 島 県 い わ き 市 平 藤   

世 会 舞 子 浜 病 院     間 字 川 前 63 番 地 の １

２   指 定 年 月 日  
令 和 ５ 年 ９ 月 29 日  

                                                            （ 生 活 安 全 企 画 課 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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